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みどり市では、平成23年3月に「みどり市生涯学習振興計画」を、平成28年3月に「第2期

みどり市生涯学習振興計画」を策定し、多くの市民が生涯を通じて学習に取り組むことがで

きる社会を目指してまいりました。 

現在、私たちを取り巻く社会環境は、新型コロナ感染症の拡大により、さまざまな分野で

オンラインの活用が促進されるなど、デジタル化が進展し、人々の価値観や働き方、生活ス

タイルが急激に変化しております。 

こうした状況下において、時代と市民のニーズに柔軟に対応した上で、市民が生きがいの

ある豊かな人生を送ることができるよう生涯学習の推進体制を整えていく必要があるとの考

えから、｢第3期みどり市生涯学習振興計画｣の策定に取り組んでまいりました。 

この第3期計画は、子どもから高齢者まで、すべての市民の皆さまが、生涯にわたり「学び

合う場」や心のよりどころとなる｢居場所｣づくりの創出、更に、オンラインによる誰もがい

つでもどこでも学べる学習環境整備の実現を図るため、令和4年度から8年度までの5カ年を

計画期間として策定したものであります。 

本計画を基に、市民一人ひとりが生きがいを感じ、豊かな人生を送れるよう、市民の皆さ

ま、各種団体、関係機関とも連携・協働して、積極的に取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

結びに、計画策定にあたり、アンケート調査に御協力いただきました市民の皆さま、計画

策定作業にあたり建設的な御意見を賜りました社会教育委員の皆さまに、心から感謝申し上

げます。 

 

    令和 4 年 3 月 

                 みどり市長             

 

 

  



  

 


